
住宅ローンを返済中の
皆さまへのご案内

○団体信用生命保険（通称「団信」と言われています）は、住宅
ローンの返済途中で死亡・高度障害状態になった場合に、本人に
代わって生命保険会社が住宅ローン残債を清算する制度です。
そのため、以後の住宅ローン返済は不要になります。

○マイホーム購入者には、万一のとき、残された家族が安心してマイ
ホームに住み続けることができ、家族の生活を守るために不可欠な
制度です。

世帯主に万一のことがあっても、団体信用生命保険に入っているから住宅
ローンの返済は大丈夫。
でも、就労不能や障害・介護状態となったとき、住宅ローンの返済や生活費
を確保する準備はどうしたらいいの?

【参考】
亡くなられた場合

◆団体信用生命保険制度とは・・・

Ｑ:住宅ローン返済中に、就労不能や障害・介護状態になったら?
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就労不能や障害・介護状態になられた場合のリスクに
対応できる保障についても、考えておくことをお勧めします。

ローン契約者

Ａ:万一のときには団体信用生命保険によって以後の住宅ローン返済が不要になります。
一方、団体信用生命保険の保障内容によっては、就労不能や障害・介護状態等の場合には保険
金が支払われず、住宅ローンの返済が続く場合があり、収入が減少してしまう上、支出が増えてしまう
リスクについても考えておく必要があります。

死亡時と働けなくなった時の経済的負担の差

住宅ローン

医療・介護費用

本人の生活費

家族の生活費

住宅ローンは団体信用
生命保険に加入していれば、一般的
に保険金で残債が返済されます。

残された家族の生活費

病気やケガで働けなくなったとき、死亡の場合以上に経済的負担が大きくなることがあります。

※団体信用生命保険の保障内容によっては、就労不能や障害・要介護状態等の場合にも保険金が
支払われる場合がありますので、ご加入の保障内容をご確認ください。

死亡の場合 働けなくなった場合

住宅ローン返済中の方必見!!DICグループ従業員の皆さま



●ご相談・お申し込み先

ＤＩＣエステート株式会社
〒103-8233 東京都中央区日本橋3－7－20
ディーアイシービル
Tel: 03-6733-5528 Fax: 03-6733-5529

<引受保険会社>三井住友海上あいおい生命保険株式会社

<事務委託会社>あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京企業営業第一部営業第一課 東京都中央区日本橋3-5-19
TEL:050-3461-1051 FAX:03-6748-7835
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